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１月以上９月以内

指 名 停 止 措 置 期 間

指名停止措置の範囲 北海道防衛局管轄区域

（北海道（帯広防衛支局の管轄区域を除く。））

事 実 概 要

令和７年３月１１日から

令和７年４月１０日まで（１か月）

　対象区域内において建設業法の規定に違反

し、工事の請負契約の相手方として不適当で

あると認められるとき（次号に掲げる場合を

除く。）。

当該認定をした日から 

（建設業法違反行為）

指名停止措置の概要

指名停止措置業者名 株式会社ファンズコムテック

業 者 の 住 所 北海道札幌市北区百合が原１１丁目１８７番地

指 名 停 止 措 置 理 由

当該有資格者は、北海道開発局が発注した「札幌公共職業安定所外構改修２３建築

その他工事」において、国が発注する請負金額八千万円以上（建築一式工事）である

ことから、建設業法第２６条第３項及び建設業法施行令第２７条により、工事現場ご

とに専任の主任技術者を置くこととされているにもかかわらず、営業所における専任

の技術者を主任技術者として配置したことが、建設業法第２８条第１項に該当するも

のとして、令和７年１月２７日、北海道知事から監督処分（指示）を受けた。

措　置　要　件 期　　　　間

工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領付表第２第１３号

　上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第２第１３号（建

設業法違反行為）に該当すると認められるため。


